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いわゆる迷惑メール対策については、特定電子メールの送信の適正化等に関
する法律により、受信拒否をした者への広告宣伝メールの送信を禁止するなど
の対応がなされてきたところです。
平成２０年に特定電子メール法が改正され、原則としてあらかじめ同意した

者に対してのみ送信が認められる「オプトイン方式」が導入されるなど、迷惑
メール対策の強化がはかられました。改正法は、平成２０年１２月１日に施行
されています。
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このほか、取引の公正や購入者などの損害を防止するため、特定商取引に関す
る法律（以下「特定商取引法」といいます。）により、電子メール広告を行う通
信販売業者などが規制されています。

特定商取引法も平成２０年に改正され、通信販売などの電子メール広告につい特 取 法 平 年 、 信
て、オプトイン方式の導入などが行われました（電子メール広告規制については
特定電子メール法と同じく、平成２０年１２月１日に施行されました）。

特定電子メール法と特定商取引法は、規制の観点と対象が異なりますが、広告
宣伝メールの内容などによっては、一部、両方の法律の適用を受ける場合があり
ます。



１１ 法律改正について法律改正について

平成２０年に特定電子メール法が改正されました。主要な改正点は以
下のとおりです。

オプトイン方式の導入オプトイン方式の導入

広告宣伝メールの送信について、原則としてあらかじめ同意した者に対しての
み送信が認められる「オプトイン方式」が導入されました。

広告宣伝メール 同意がない限り、送信禁止

送信者

×
同意があった場合、送信可能

同意 受信者

同意がない限り、送信禁止

また オプトイ 方式を実効的なも とするため 以下 義務が課されましたまた、オプトイン方式を実効的なものとするため、以下の義務が課されました。

○送信に同意した者から、広告宣伝メールの受信を拒否する旨の通知を受けた
場合は、以後の送信をすることはできません。

○広告宣伝メールを送信する場合は、送信者の氏名・名称や、受信を拒否する
場合の通知先など、一定の事項を表示しなければなりません。

○広告宣伝メ 送信をする場合は 同意があ た とを証する記録を保存

罰則の強化など罰則の強化など

○広告宣伝メールの送信をする場合は、同意があったことを証する記録を保存
しなければなりません。

法律の実効性を強化するため、以下のように、法の実効性の強化がはかられま
したした。

○罰則が強化され、法人に対する罰金額が100万円以下から3000万円以下に引
き上げられました。

○広告宣伝メールの送信を委託した者や、電子メール広告業務を受託した者が、
行政による命令の対象に含まれるなど、法律の規律対象が拡大されました。

○総務大臣が プロバイダなどに対し 迷惑メ ルの送信元アドレスなどにつ

国際連携の推進国際連携の推進

○総務大臣が、プロバイダなどに対し、迷惑メールの送信元アドレスなどにつ
いて契約者情報の提供を求めることが可能となりました。

海外から発信される迷惑メールに対応するため、迷惑メール対策を行う外国の
執 対 迷惑 送信者 関す 情報な を提供す が 能 な執行当局に対し、迷惑メール送信者に関する情報などを提供することが可能とな
りました。

このほか、送信者情報（送信に用いた電子メールアドレス、IPアドレス、ドメイン名）を偽った
送信や、架空電子メールアドレス（プログラムにより自動的に作成された電子メールアドレスで
あって、利用者がいないもの）をあて先とする送信は、これまでどおり、禁止されています。
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２２ 法律の義務づけなどの対象となる電子メール法律の義務づけなどの対象となる電子メール

広告宣伝のために送信される電子メールが対象となります。

✓✓法律改正により、広告宣伝メール全般について、オプトイン方式や、特定の事✓✓法律改正により、広告宣伝メ ル全般について、オプトイン方式や、特定の事
項の表示が義務づけられることとなりました。

✓✓SMS（携帯電話どうしで短い文字メッセージを電話番号により送受信するサー
ビス）も対象となります。

✓✓他人の営業のために送信されるものも対象となります。

✓✓非営利団体や営利を営まない個人が送信する電子メールは対象外です。

✓✓海外から送信され、日本で着信する広告宣伝メールも対象となります。

※  ※  通信販売等の電子メール広告を個人に対して行う場合には、特定商取引法の適用があります。
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３３ オプトイン方式についてオプトイン方式について

あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールを送信すること
ができます。

例 （ 意な 送信す が き ）例 （ 意な 送信す が き ）

✓✓取引関係にある者に送信する場合※１

✓✓名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する
場合※※１１

例外（同意なしに送信することができる場合）例外（同意なしに送信することができる場合）

✓✓自己の電子メールアドレスを通知した者に対して、以下の広告宣伝メールを送る
場合
-- 同意の確認するための電子メール
-- 契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広

告宣伝が行われているもの
フリ メ ルサ ビスを用いた電子メ ルであ て 付随的に広告宣伝が行-- フリーメールサービスを用いた電子メールであって、付随的に広告宣伝が行
われているもの

✓✓自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者（個人の場合は、
営業を営む場合の個人に限る。）に送信する場合※２

※１ 送信される電子メールが通信販売等の電子メール広告の場合には、特定商取引法が適用さ※１ 送信される電子メ ルが通信販売等の電子メ ル広告の場合には、特定商取引法が適用さ
れるため、請求・承諾なしに送信することはできません。

※２ 自己の電子メールアドレスの公表と併せて、広告宣伝メールの送信をしないように求める
旨が公表されている場合は、同意なく送信することはできません。

（参考）各国におけるオプトイン方式の規制の導入状況

年 年 年 オプ 導

日本

2002年7月

オプトアウト方式の規制導入（世界に先駆け先行導入）

2005年11月

法改正（オプトアウト方式の規制は変更せず）

2004年1月(規則制定は8月)

携帯電話をあて先とするものにオプトイン方式の規制導入

英国

2003年12月

ＥＵ指令に基づきオプトイン方式による規制導入

米国

2008年12月 オプトイン導入

オーストラリア

携帯電話をあて先とするものにオプトイン方式の規制導入

オランダ

2004年5月

ＥＵ指令に基づきオプトイン方式の規制導入

2004年4月

オプトイン方式の規制導入

2004年6月

韓国

2005年3月

電話をあて先とするものにオプトイン方式の規制導入

ドイツ

2004年7月

ＥＵ指令に基づきオプトイン方式の規制導入

フランス
ＥＵ指令に基づきオプトイン方式の規制導入
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４４ 同意を証する記録の保存について同意を証する記録の保存について

広告宣伝メールの送信に当たっては、受信者から送信することに
ついて同意をとっている旨の記録を保存する必要があります。いて同意をとっている旨の記録を保存する必要があります。

保存するもの保存するもの

✓✓個別の電子メールアドレスについて、同意を受けた際の状況を示す記録
（時期と方法など）

✓✓同意の取得に際し、送信者などが書面の提示、電子メールの送信、ウェブサイ同意 取得 際し、送信者な 書面 提示、電子 送信、ウ サイ
トから通信文の伝達をしていた場合は、電子メールアドレスのリストに加え、
以下の事項とすることも可能

-- 同意の取得に際し、書面（ＦＡＸを含む）の提示をしていた場合
→当該書面に記載した定型的な事項

-- 同意の取得に際し、電子メールの送信をしていた場合

保存期間保存期間

同意の取得に際し、電子メ ルの送信をしていた場合
→当該電子メールの通信文のうち定型的な事項

-- 同意の取得に際し、ウェブサイトから通信文の伝達をしていた場合
→当該通信文（ウェブサイトに表示された事項）のうち定型的な事項

✓✓記録の保存に係る広告宣伝メールを最後に送信した日から１ヶ月
（ただし、特定電子メール法に基づく措置命令を受けた場合は、１年間）

※ 広告宣伝メールが特定商取引法上の通信販売電子メール広告などに該当する場合は、上
記の記録に加えて 以下の記録を 通信販売電子メール広告などを行った日から３年間保

✓✓請求・承諾があったことを示す書面または電子データ

✓✓以下の両方に該当する場合には、請求・承諾の取得に際して表示した定型的な内容を示
す書面または電子データと、それが表示された時期を示す記録とすることも可能

－－ウェブサイト 電子メール 書面などにより定型的な内容を提示することによって同

記の記録に加えて、以下の記録を、通信販売電子メ ル広告などを行った日から３年間保
存する必要があります。

ウェブサイト、電子メ ル、書面などにより定型的な内容を提示することによって同
意を得て、送信先の電子メールアドレスのリストを作成している

－－提示された定型的な内容において、請求・承諾をする者が 自己の意に反して請求・

承諾の意思表示をすることのないように分かり易い表示がなされている
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５５ 表示義務について表示義務について

平成２０年１２月１日以降、広告宣伝メール（携帯電話向け、パ
ソコン向けの両方を含みます。）については、以下のような表示が
義務づけられます義務づけられます。

差出人：soushinsya@example.xx
送信日時：2008.12.1(Mon)  00:01
To ：総務次朗[jiro@soumu-syo.xx]

送信者情報（送信に用いた電子メールアドレス、IPア
ドレス、ドメイン名）を偽って送信することは禁止
されています。

✓✓送信者など※１の氏名または名称

件名：健康サプリが特別価格！

【このメールの送信者】
△△株式会社

<配信停止手続はこちらから↓>
http://www example com/xx

✓✓受信拒否の通知ができる旨
受信拒否の通知先の直前または直後に表示する必

要があります。送信に用いられた電子メールあてに
送信することで通知できる場合は、その旨を電子
メールの中の受信者が容易に認識できる場所に表示
する必要がありますhttp://www.example.com/xx.

teishi@example.xx

【製品の販売事業者】
☆☆株式会社

<配信停止手続はこちらから↓>

する必要があります。

✓✓受信拒否の通知を受けるための電子
メールアドレスまたはURL※２

ＵＲＬとする場合は、リンク先において、受信拒
否に必要な情報が明確かつ平易に提供され、受信拒

http:/www.jigyosya.example.xx
teishi@jigyosya.xx

！キャンペーン実施中！
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
忙しいあなたに

プ

否の通知が容易に行うことができるよう、必要な措
置が講じられている必要があります。

特定商取引法上の販売業者などと特定商取引法上の販売業者などと
送信者などが異なる場合送信者などが異なる場合

✓✓販売業者などの氏名または名称健康サプリが特別価格！
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

■商品の購入はこちらから↓
http://www.kenko.xx.x

特定商取引法に基づくその他の表示事項はリンク先

✓✓販売業者などの氏名または名称
✓✓相手方が電子メール広告の提供を受けない

旨の意思を表示するための電子メールアド
レスまたはURL※２

■送信者の住所はこちらに記載↓
http://jyusyo/example
■各種問合せはこちらから↓
http://toiawase/example

特 取 法 表
での表示とすることも可能です。

✓✓送信者などの住所
✓✓苦情・問合せなどを受け付けることがで

きる電話番号、電子メールアドレス、
URL※２

※１ 電子メールの送信を委託している場
合は、送信者または委託者のうち送信
に責任を有するもの

※２ ハイパーリンクとすることも可能

★表示義務には一定の例外があります（例えば、受信拒否の対象とならない広告宣伝メールにおい
ては、受信拒否の通知ができる旨や受信拒否の通知先を表示する必要がないなど）。

リンク先での表示とすることも可能です。その場合
は、表示場所を示す情報を電子メールの中に表示す
る必要があります。
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６６ 受信拒否について受信拒否について

広告宣伝メールの送信について同意した場合であっても、受信拒
否の通知を行った場合には、以後の送信が禁止されます。否の通知を行った場合には、以後の送信が禁止されます。

例えば以下のような方法があります。

✓✓広告宣伝メール中に表示されている、受信拒否の通知を受けるための電子メー

受信拒否の方法受信拒否の方法

ルアドレスあてに、受信を拒否する自己の電子メールアドレスと、受信を拒否
する旨を伝える

✓✓広告宣伝メールの中に表示されている、受信拒否の通知を受けるための URLに
より誘導されるウェブサイトにおいて、必要事項の入力などを行う

★★ 受信拒否の通知にあたり、住所、氏名、年齢、電話番号などの個人情
報を併せて通知することを求められる場合がありますが、「受信を拒否
する電子メールアドレス」と「受信を拒否する旨」以外は伝える必要は
ありません。個人情報を不用意に提供することは 更にトラブルを招く

注意事項

ありません。個人情報を不用意に提供することは、更にトラブルを招く
可能性がありますので、控えるようにしてください。

★★ 受信拒否の通知を行った際には、後日、通知の有無について争いにな
ることを避けるため、その記録を保存するようにしてください。

例外（受信拒否の通知を受けた場合であっても送信できるもの）例外（受信拒否の通知を受けた場合であっても送信できるもの）

✓✓契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールにおいて、付随的に広告
宣伝が行われる場合

✓✓フリ メ ルサ ビスを用いた電子メ ルなどにおいて 付随的に広告宣伝が✓✓フリーメールサービスを用いた電子メールなどにおいて、付随的に広告宣伝が
行われる場合

✓✓その他、広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール
（受信者の意思に反することなく送信されるものに限る）において、広告宣伝
が付随的に行われる場合
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※ 特定商取引法においても、請求・承諾に基づいて行われた電子メール広告の相手方から、
電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、以後の電子メール広告が
禁止されます。



７７ 主要な罰則主要な罰則

送信者情報を偽った送信送信者情報を偽った送信

１年以下の懲役または100万円以下の罰金
（法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金）
※総務大臣による命令の対象ともなる

架空電子メールアドレスあて送信
（電子メールの送受信上の支障を防止する
必要があると総務大臣が認めるとき）

架空電子メールアドレスあて送信
（電子メールの送受信上の支障を防止する
必要があると総務大臣が認めるとき） 同意のない者への送信同意のない者への送信

受信拒否者への送信受信拒否者への送信 表示義務違反表示義務違反

総務大臣による命令。命令に従わない場合、１年以下の懲役または100万
円以下の罰金

同意の記録義務違反同意の記録義務違反

円以下の罰金
（法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金）

総務大臣による命令。命令に従わない場合、100万円以下の罰金
（法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して100万円以下の罰金）

※特定商取引法における罰則は以下のとおりです※特定商取引法における罰則は以下のとおりです。
○請求・承諾のない者への電子メール広告の提供、拒否者に対する電子メール広告の提供、

請求・承諾があった旨の記録保存義務違反
→100万円以下の罰金

更に、
○同意のない者への電子メール広告または拒否者への電子メール広告において虚偽・誇大

広告や表示義務違反広告や表示義務違反
→１年以下の懲役または200万円以下の罰金（またはこれらの併科）

なお、上記の違反行為はいずれも行政処分（主務大臣による指示又は業務停止命令）
の対象になります。
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８８ 相談の受付・情報提供について相談の受付・情報提供について

迷惑メール相談センターでは、迷惑メールに関する相談を受け付
けているほか、法律に違反していると思われる広告宣伝メールの収けているほか、法律に違反していると思われる広告宣伝メ ルの収
集・分析などを行っています。

法律に違反していると思われる広告宣伝メールを受信された場合
には、情報提供にご協力ください。

迷惑メール相談センターは、（財）日本データ通信協会に設置されています。（財）日本
データ通信協会は、特定電子メール法に基づき、広告宣伝メールに関する調査・情報収集、
総務大臣への申出を行う者への指導・助言などを行う登録送信適正化機関です。

迷惑メール相談センター（http://www.dekyo.or.jp/soudan/）

同意をした覚えのない広告宣伝メ ル 表示義務に違反した広告宣伝メ ル 送信者情同意をした覚えのない広告宣伝メール、表示義務に違反した広告宣伝メール、送信者情
報を偽装した広告宣伝メールの受付：meiwaku@dekyo.or.jp

受信拒否した者からの広告宣伝メールの情報提供については、迷惑メール相談センターの
ホームページからお願い致します。

電話番号：０３－５９７４－００６８
FAX番号：０３－５９０７－３８０７
郵 送 先：〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室町ビル７階

（財）日本データ通信協会 迷惑メール相談センター

※特定商取引法に違反する電子メール広告は（財）日本産業協会において受け付けています。
請求や承諾をしていない電子メール広告が届いた場合は、 spam-in@nissankyo.jp まで

転送してください。
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転送してくださ 。

（財）日本産業協会（http://www.nissankyo.or.jp/spam/ ）
電話番号：０３－３２５６－３３４４
FAX番号：０３－５２９８－１５８４

郵 送 先：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-1 島田ビル３階



特定電子メール法 特定商取引法

電子メ ルの送受信上の支障の防

（参考）特定電子メール法と特定商取引法の主な違い（参考）特定電子メール法と特定商取引法の主な違い

目的
電子メールの送受信上の支障の防
止

消費者保護、取引の公正

規制の対象となる電子
メール

・自己又は他人の営業につき広告
又は宣伝を行うための手段とし
て送信をする電子メール

通信販売などの電子メール広告

者 売業者
規制対象となる者

・送信者
・送信委託者

・販売業者など
・電子メール広告受託事業者

オプトイン方式

・あらかじめ同意した者等以外に
広告宣伝メールを送信すること
を禁止
同意を証する記録の保存義務

・請求・承諾のない者に対する
電子メール広告を禁止

・請求・承諾の記録の作成・保
存義務オプトイン方式

・同意を証する記録の保存義務
・受信拒否者への送信禁止
・表示義務

存義務
・受信拒否者への電子メール広
告の禁止

・表示義務

架空電子メールア
ドレス（※1）をあ
て先とする電子

・架空電子メールアドレスをあて
先とする送信の禁止

・電気通信事業者が役務の提供を
－

規
制
な
ど
のて先とする電子

メールへの対策
・電気通信事業者が役務の提供を
拒否できる場合あり

送信者情報（※2）
を偽装した電子
メールへの対策

・送信者情報を偽った送信の禁止
・電気通信事業者が役務の提供を
拒否できる場合あり

－

総務大臣は 電子メ ルアドレス 主務大臣は 電子メ ルアドレ

の
内
容

電気通信事業者な
どに対する求め

総務大臣は、電子メールアドレス
などについての契約者情報の提供
を求めることができる。

主務大臣は、電子メールアドレ
スなどについての契約者情報の
提供を求めることができる。

※1 プログラムにより自動的に作成された電子メールアドレスであって、利用者がいないもの
※2 送信に用いた電子メールアドレス、IPアドレス、ドメイン名

参考リンク参考リンク

特定電子メール法などについての詳細は下記のウェブサイトを御覧下さい

総務省ホームページ 電気通信消費者情報コーナー
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http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html

特定商取引法については下記ウェブサイトにて詳細を御覧になれます。

No!トラブルのための情報サイト「消費生活安心ガイド」 http://www.no-trouble.jp



特定電子メール法について特定電子メール法について

本件に関するご相談は以下の窓口で受け付けています。

お問い合わせ窓口

総務省消費者行政課 03-5253-5487
北海道総合通信局電気通信事業課 011-709-3956
東北総合通信局電気通信事業課 022-221-0626
関東総合通信局電気通信事業課 03-6238-1935
信越総合通信局電気通信事業課 026-234-9948

迷惑メール相談センター（財団法人日本データ通信協会内） 03-5974-0068

特定電子メ ル法に いて特定電子メ ル法に いて

東海総合通信局電気通信事業課 052-971-9133
近畿総合通信局電気通信事業課 06-6942-8519
中国総合通信局電気通信事業課 082-222-3376
四国総合通信局電気通信事業課 089-936-5042
九州総合通信局電気通信事業課 096-326-7862信越総合通信局電気通信事業課 026 234 9948

北陸総合通信局電気通信事業課 076-233-4422

総務省東海総合通信局電気通信事業課 052-971-9133
総務省近畿総合通信局総合通信相談所 06-6942-8502
総務省中国総合通信局電気通信事業課 082-222-3376

経済産業省消費者相談室 03-3501-4657
北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785

近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673

※特定商取引法に関するご相談は以下の窓口で受け付けています。

九州総合通信局電気通信事業課 096 326 7862
沖縄総合通信事務所情報通信課 098-865-2302

総務省中国総合通信局電気通信事業課 082 222 3376
総務省四国総合通信局電気通信事業課 089-936-5042
総務省九州総合通信局総合通信相談所 096-326-7819
総務省沖縄総合通信事務所情報通信課 098-865-2302

北海道経済産業局消費者相談室 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836

中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局消費者相談室 098-862-4373

※窓口により受付時間が異なりますのでご注意ください。
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